
 

＜ 振 り 込 め 詐 欺 救 済 法 に 基 づ く 公 告 の 流 れ＞ 

振り込め詐欺救済法（抄） 

第４条（公告の求め） 

 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、次に掲げる事由その他の事情を勘案して

犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該預

金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当該措置を講ず

るとともに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、当該預金口座等に係る預金等

に係る債権について、主務省令で定める書類を添えて、当該債権の消滅手続の開始に係る公告

をすることを求めなければならない。 

第５条（公告等） 

 預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書

面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなけれ

ばならない。 

五  対象預金口座等に係る名義人その他の対象預金等債権に係る債権者による当該対象預金

等債権についての金融機関への権利行使の届出又は払戻しの訴えの提起若しくは強制執行等

（以下「権利行使の届出等」という。）に係る期間 

八  第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がないときは、対象預金等債権が消滅する旨 

２  前項第五号に掲げる期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して六十日

以上でなければならない。 

 

振り込め詐欺救済法（抄） 
第１１条  預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求め

に係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告

しなければならない。 
２  前項第五号に掲げる支払申請期間（以下この章において単に「支払申請期間」という。）は、

同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。 

犯罪利用が疑われる口座を金融機関が取引停止にし、 

預金保険機構に失権のための公告を求める。 

債 権 消 滅 手 続 開 始 公 告 

（ 権利行使の届出期間 60日以上 ） 

 

債 権 消 滅 公 告 

 

分 配 金 支 払 手 続 開 始 公 告 

（ 支払申請期間 法定 30日以上、運用 90日 ） 

 

金融機関が支払該当者を決定し、支払を行う。 

 

支 払 手 続 終 了 公 告 

 

(出典：預金保険機構) 

 


